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通関士試験科目の一部免除申請却下通知書

殿

税 関 長

平成  年   月   日付申請の通関士試験科目の一部免除申請につい

ては、下記の理由により免除できませんので、通関業法施行規則第６条第

２項の規定により通知します。

記

【不服申立てについて】

この処分について不服があるときは、処分のあったことを知った日の翌日から起算して

３月以内に財務大臣に対し審査請求をすることができます。

【取消しの訴えについて】

１  この処分については、審査請求を行わずに、裁判所に対して処分の取消しの訴え（以

下「取消訴訟」といいます。）を提起することができます。

２  取消訴訟の被告とすべき者は国（代表者  法務大臣）となります。

３  取 消訴 訟は、 処分 があっ たこ とを知 った 日若し くは 審査請 求を したと きは こ れ に 対

する 裁決 が あっ たこ と を知 った 日 の翌 日か ら 起算 して ６ 月を 経過 し たと き又 は 当該処

分若 しく は 裁決 の日 の 翌日 から 起 算し て１ 年 を経 過し た とき は、 提 起す るこ と ができ

ません。

（規格Ａ４）

（別紙４－32）


